
１．ガイドライン案のＯＴＡ事業者からの意見聴取

・ＪＡＴＡ、ＡＮＴＡを通じた意見のとりまとめ

・海外ＯＴＡ国内事務所に対する事務局によるヒアリング

２．ガイドラインの周知方法

・海外ＯＴＡの国内事務所への周知

・海外ＯＴＡへのレター発出

・ＪＡＴＡ、ＡＮＴＡを通じた周知 等
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